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        時事寸考             

シーダ・ウォーク施設長、医師の吉田です。 

先日、兵庫県の小学校で、校内の畑で収穫したジャガイ
モを食べた児童 13 名が食中毒の症状を訴えた、という報道
がありました。実は、ジャガイモによる中毒は珍しいもので
はありません。そのほとんどが、学校の畑などで自作したジ
ャガイモを食べて、起きているようです。食後 30 分から半日
で、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛などの症状が現れます。重症の
場合は意識障害、痙攣、呼吸困難といった神経症状も出現
し、場合によっては死に至ることもあり得ます。 

「ジャガイモの芽には毒がある」という話を聞かれたことが
あるかと思いますが、これは事実であり、ソラニン、チャコニ
ンといった物質が、毒性成分として知られています。芽や皮
の部分に存在し、未熟な小型のイモや、日光があたったイモ
には、特に多く含まれています。自作のジャガイモの場合、
地中の浅いところで育った小型のイモを収穫してしまうことも
あるでしょう。小児はソラニン類の中毒量閾値も 

低いですから、学校栽培のジャガイモでは特に 

注意が必要なのです。 

市販されているジャガイモには、高濃度の 

ソラニンはまず含まれていませんが、保存中 

に発芽してしまったものや、光があたって緑色 

に変色した部分では、濃度が高くなっています 

ので、確実に取り除くことが必要です。保存する 

場合には、光（照明を含む）の当たらない場所を選ぶことが
重要です。なお、ソラニン類は熱では分解されません。 

     栄養科より今月の一押しメニュー       

8 月の行事食は、11 日（日）の昼食に“太巻き 
＆いなり寿司、豚汁”をご用意する予定です。 
その他、ズッキーニやナスを使った“夏野菜カ 

レー”、“枝豆ご飯”など、季節の食材を取り入れ
た献立になっています。旬の食材は、味が良いだけ 
ではなく、栄養も満点です。 

また、夏限定のおやつ“ソフトクリーム”も、 
各フロアをまわって提供いたしますので、暑さに 
負けないよう、食事をしっかりとり、元気にお過ごしください。 
          お知らせ             

河北医療財団では facebook ページを持って 
おります。 

今後、シーダ・ウォークのコンサートや、園芸 
活動等の様子も公開していきますので、是非 
ご覧になってみてください。 
   イベント・コンサート※内容等、変更となる場合がございます。   
◆ 8 月 10 日(土)ロマンティックコンサート 

～夏の扉をあけて～ 

【リトル・トゥルー・ベルの皆さん】 

◆ 8 月 24 日(土)歌とピアノのすてきなひと時 

【アンサンブル・ノスタルジアの皆さん】 

◆ 8 月 31 日(土)ロビーコンサート（仮） 

【パノフカの皆さん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Cedar Walker で法律相談               
毎回、様々なテーマで法律問題を簡単に解説していただく、
この連載ですが、今回のテーマは… 
 

法テラスの電話・メールサービスについて 
 

 「法テラス」というものを、聞いたことがあるでしょうか。法テ
ラスは、全国どこでも、法的トラブルを解決するための情報
やサービスを受けられる社会の実現のための組織です。
様々な業務を担っていますが、今回のコラムでは、電話やメ
ールで手軽に利用できるサービスをいくつかご紹介します。 
 
① 法テラス・サポートダイヤル 
 何らかのトラブルを抱えたときに、「これはどこで（誰に）相
談したらいいのだろう」と、迷うことがあると思います。そのよ
うな時に、いわばお悩みの交通整理をしてくれるのが、サポ
ートダイヤルです。電話をかけると、専門のオペレーターか
ら相談内容に応じた一般的な法制度等を教えてもらえる他、
相談窓口を案内してもらうことができます。 

0570-078374（おなやみなし） 
※IP 電話からは、03-6745-5600 

※受付：平日 9 時～21 時、土曜日 9 時～17 時 
 
② 法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル 
 何らかの犯罪の被害にあってしまったときに、利用できる
電話もあります。それが、犯罪被害者支援ダイヤルです。支
援窓口を案内してもらえる他、被害者やご家族の方などが、
その被害に係る刑事手続に関与し、被害等の回復や軽減を
図るための法制度に関する情報を提供してもらうことができ
ます。また、法律相談等が必要な場合には、弁護士を紹介
してもらうこともできます。 

0570-079714（なくことないよ） 
※IP 電話からは、03-6745-5601 

※受付：平日 9 時～21 時、土曜日 9 時～17 時 
 
③ メールでの問い合わせ 
 法テラスのホームページには、メールフォームもあります。
お困りの内容に関する、適切な相談窓口等を案内してもらう
ことができます。 

https://www.houterasu.or.jp/index.html 
 
 いずれも法律の専門家がアドバイスを行う「法律 
相談」ではなく、「窓口の紹介」などをしてもらえる 
サービスのため、電話やメールをすれば解決策が 
分かるというものではありません。しかし、誰に相談 
すればいいのか分からないという場合には、大変便利です。
通話料や通信料はかかりますが、情報料はかかりません。 

まずは、適切な相談先を教えてもらうことができ 
れば、安心して相談に行けるのではないでしょう 
か。ご参考になれば幸いです。 

 
桜丘法律事務所 弁護士 石田愛 
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